令和８年１月１３日
＊2/16、赤文字部を追記しました
　　組　合　員　各位
　山形県石油協同組合

令和７年度補正予算案について

新年　おめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

　さて当石油販売業界向け支援策（補助事業）について、本年度の補正予算にて検討されており、この概要等について以下のとおりご連絡を申し上げます。
　なお現時点の「検討案」であるため、今後の変更や修正等についてあらかじめお含みおき願います。

（１）ＳＳネットワーク維持・強化支援事業
●補助対象設備
　　・燃料貯蔵タンク等の大型化等
　　・燃料貯蔵タンク等の修繕
　　・水検知計量機【新規】　　※ベーパー回収計量機は令和８年度当初予算で措置
　　・緊急配送用ローリー
　　・ＰＯＳシステム
　　・灯油タンク等スマートセンサー
・自家発電設備
・自動車保守整備事業関連設備（洗車、整備･検査、板金塗装）
・ＳＳタンク撤去

[主な変更点]
　○油槽所の定義の緩和
　　「１基２０ＫＬ以上又は２基以上３０ＫＬ以上のタンク所有者」から「１基１０ＫＬ以上
又は２基以上２０ＫＬ以上のタンク所有者」へ要件緩和

　○補助金上限額を引上げ、見直し
　　＞タンク大型化：３，０００万円→３，４５０万円
＞地上タンク修繕：１，０００万円→１，２００万円
＞漏えい未然防止：ライニング１，０００万円→１，２００万円、他も２０％増
＞緊急配送用ローリー：タンク容量４３０Ｌ未満２００万円、同４３０Ｌ超～１０ＫＬ
未満５００万円、１０ＫＬ超１，０００万円
＞ＰＯＳシステム：セルフ１，０００万円→１，２００万円、フル３００万円→３６０万
円、デジタルサイネージ（３００万円）変わらず
【新規】ＡＩ給油システム（セルフ）導入､１，８００万円
＞自家発電設備：２５０万円→３００万円（※油槽所は対象外）

　○基準単価（補助対象経費）の廃止
　　＞見積項目ごとの基準単価（＝補助上限）を廃止し見積総額ベースで審査
　　　
○補助率：中小企業者２/３、非中小者１/３、過疎地ＳＳ３/４まで嵩上げ

※なお申請設備によって「災害時の燃料供給等に関する誓約」が求められます。1/2

（２）暫定税率廃止に伴うＳＳ経営支援事業【新規】
　❶事業継続支援（小規模事業者）　※先着順
　　＞対象者：従業員数５人以下の事業者（役員を除く）
　　＞対象経費：ＳＳ運営に必要となる検査費用、計量機検定費用、地下タンク漏洩検査費用、
ローリー圧力検査費用、ガソリン分析委託料、空調設備、防爆空調服、スポットクーラ
ー、冷蔵庫、融雪マット、電熱ベスト、ＡＥＤ、ＬＥＤ、洗濯機、除雪機、消火設備、情
報通信機器などの備品購入費用（１万円～５０万円以内）、乙四資格研修、整備・タイヤ
研修受講費用など
　　＞補助金上限：６６．６万円/ＳＳ（過疎地ＳＳは７５万円）
　　＞申請回数：３回まで

　❷油外収益確保支援（中小・小規模事業者）　※採点の高い案件から先着順
　　＞対象者：中小企業者、小規模事業者
　　＞補助条件：「油外収益確保計画書」の策定（認定）
　　　　（例）簡易郵便局併設、飲食･小売業に伴うサービスルーム改装、物流配送拠点整備
　　＞補助金上限額：６６６万円/ＳＳ、１事業者最大４，６６６万円

（３）暫定税率廃止に伴う金融支援事業
　『利子補給制度』
＞対象条件：ガソリン等の取扱数量が前年同月比で２％以上減少していることなど、一定条件を満たす揮発油販売業者６月

　　＞借入期間：令和７年１１月１３日～令和８年８月１日
＞利補内容：借入利率または上限３％まで、５年間利子補給
＞限度額：１，０００万円/ＳＳ、（最大５，０００万円まで）
　　＞受付期間：令和８年３月３１日まで

　『債務保証制度』
　　＞対象者：利子補給制度の条件に該当する２ＳＳ以内を運営する揮発油販売業者
　　＞借入条件：運転資金、２，０００万円/ＳＳ（最大４，０００万円）、借入期間５年以内、保証割合９５％、保証料０．２％/年、出捐金不要
　　＞受付期間：令和８年３月３１日まで（債務保証依頼書提出）

[事業開始までのスケジュール（予定）]
· ２０２５年１１月２８日　　補正予算案閣議決定
· ２０２５年１２月１６日　　補正予算成立
（以下は予定）
· ２０２６年１月～２月　　　執行団体公募・採択
· ２０２６年３月下旬　　　　補助事業公募開始（＝申請書の受付開始）

· ご不明の点等がございましたら当組合事務局（菊地）までご連絡願います。
· 今後、正式な通知（手引書の公表や受付開始日等）がありましたら、改めてご連絡申し上げることといたします。
以上
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